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法務

に
対
し
て
強
制
執
行
を
行
う
た
め
の

準
備
と
し
て
、
執
行
裁
判
所
を
通
じ

て
債
務
者
の
財
産
状
況
を
調
査
す
る

た
め
の
手
続
で
あ
り
、
①
財
産
開
示

手
続
、
②
第
三
者
か
ら
の
債
務
者
財

産
に
係
る
情
報
取
得
手
続
の
二
種
類

が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
で
は
、

改
正
法
に
よ
り
大
幅
に
機
能
が
強
化

さ
れ
た
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査

制
度
に
つ
い
て
、
概
要
と
実
務
に
与

え
る
影
響
を
解
説
し
ま
す
。

（
注
１
）
判
決
や
執
行
認
諾
文
言
付
公
正

証
書
な
ど
強
制
執
行
を
行
う
の
に
必
要

な
文
書
の
こ
と
で
あ
り
、
民
事
執
行
法

二
十
二
条
に
列
記
さ
れ
て
い
る
。

（
注
２
）
債
務
者
の
一
般
財
産
に
対
し
て

優
先
回
収
権
が
認
め
ら
れ
る
法
定
担
保

権
で
あ
り
、
雇
用
関
係
に
よ
る
債
権
者

な
ど
に
認
め
ら
れ
て
い
る
（
民
法
三
百

六
条
各
号
）。

１
．
財
産
開
示
手
続

⑴
改
正
前

　

財
産
開
示
手
続
は
、
債
務
名
義
を

有
す
る
債
権
者
ま
た
は
一
般
の
先
取

特
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
執
行
裁

判
所
が
債
務
者
を
呼
び
出
し
て
財
産

開
示
期
日
を
開
き
、
同
期
日
に
お
い

て
、
債
務
者
に
自
ら
の
財
産
状
況
を

開
示
さ
せ
る
手
続
で
す
。
こ
の
手
続

は
改
正
前
か
ら
存
在
し
て
い
ま
し
た

が
、
財
産
開
示
期
日
に
お
い
て
実
際

に
債
務
者
の
財
産
が
開
示
さ
れ
る
割

合
が
半
分
に
も
満
た
な
い
な
ど
実
効

性
に
乏
し
く
、
実
務
上
も
あ
ま
り
利

用
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
実
態
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
手
続
の
実
効

性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
の
法
改
正
が

行
わ
れ
ま
し
た
。

⑵
改
正
の
内
容

①
申
立
権
者
の
範
囲
の
拡
大

　

改
正
前
は
、
債
務
者
の
不
利
益
等

を
考
慮
し
て
、
執
行
認
諾
文
言
付
公

正
証
書
な
ど
一
部
の
債
務
名
義
を
有

す
る
債
権
者
を
申
立
権
者
か
ら
除
外

す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

改
正
法
は
か
か
る
除
外
規
定
を
廃
止

し
、
全
て
の
債
務
名
義
を
有
す
る
債

権
者
に
申
立
権
を
認
め
ま
し
た
（
改

正
法
百
九
十
七
条
一
項
）。

　

そ
の
た
め
判
決
等
だ
け
で
な
く
執

行
認
諾
文
言
付
公
正
証
書
を
有
す
る

債
権
者
等
も
、
財
産
開
示
手
続
の
申

立
て
を
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま

し
た
。

②
罰
則
の
強
化

　

改
正
前
は
、
債
務
者
が
財
産
開
示

期
日
に
出
頭
し
な
い
な
ど
手
続
に
応

じ
な
い
こ
と
が
多
く
、
三
十
万
円
以

下
の
過
料
と
罰
則
が
弱
い
こ
と
に
そ

の
原
因
が
あ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て

い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
改
正
法
は
罰

則
を
強
化
し
、
手
続
違
背
し
た
債
務

者
に
対
し
六
月
以
下
の
懲
役
ま
た
は

五
十
万
円
以
下
の
罰
金
の
刑
罰
が
科

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
改
正

法
二
百
十
三
条
一
項
５
、
６
号
）。

　

こ
れ
に
よ
り
、
改
正
前
は
例
え
ば

財
産
を
多
く
持
つ
債
務
者
が
財
産
開

示
に
応
じ
る
よ
り
も
三
十
万
円
の
過

料
を
支
払
っ
て
し
ま
っ
た
方
が
得
だ

と
判
断
し
て
い
た
よ
う
な
ケ
ー
ス
で

も
、
懲
役
刑
を
含
む
刑
事
罰
が
科
さ

れ
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

手
続
に
応
じ
る
割
合
が
増
加
す
る
こ

改
正
民
事
執
行
法
が
、

実
務
に
与
え
る
影
響
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

民
事
執
行
法
の
改
正
で
変
わ
る

債
権
回
収
の
実
務

虎
門
中
央
法
律
事
務
所

（
商
工
研
相
談
業
務
委
嘱
先
）

弁
護
士

有
賀
隆
之

令
和
二
年
四
月
一
日
に

改
正
民
事
執
行
法
（
以

下
、
改
正
法
）
が
施
行

さ
れ
ま
し
た
（
一
部
を
除
く
）。
民

事
執
行
法
は
、
民
事
裁
判
制
度
に
お

け
る
権
利
実
現
過
程
を
規
律
す
る
法

律
で
す
が
、
改
正
法
は
、
平
成
十
五

年
お
よ
び
十
六
年
の
改
正
か
ら
、
お

よ
そ
十
五
年
ぶ
り
に
そ
の
大
改
正
を

行
う
も
の
で
す
。
改
正
法
が
今
後
の

企
業
実
務
に
多
大
な
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
特

に
影
響
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
の

が
、
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査
制

度
に
係
る
改
正
で
す
。

　

こ
の
制
度
は
、
執
行
力
の
あ
る
債

務
名
義
（
注
１
）
の
正
本
を
有
す
る

債
権
者
（
以
下
、
債
務
名
義
を
有
す

る
債
権
者
）
ま
た
は
一
般
の
先
取
特

権
（
注
２
）
を
有
す
る
こ
と
を
証
す

る
書
面
を
提
出
し
た
債
権
者
（
以
下
、

一
般
の
先
取
特
権
者
）
が
、
債
務
者
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と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

２
．
第
三
者
か
ら
の
債
務
者
財
産
に

係
る
情
報
取
得
手
続

⑴
手
続
の
種
類

　

第
三
者
か
ら
の
債
務
者
財
産
に
係

る
情
報
取
得
手
続
は
、
債
務
名
義
を

有
す
る
債
権
者
ま
た
は
一
般
の
先
取

特
権
者
の
申
立
て
に
よ
り
、
執
行
裁

判
所
が
債
務
者
以
外
の
第
三
者
に
対

し
て
、
債
務
者
の
財
産
に
関
す
る
情

報
の
提
供
を
命
ず
る
旨
の
決
定
を
し
、

当
該
第
三
者
が
命
じ
ら
れ
た
情
報
の

提
供
を
行
う
手
続
で
す
。
こ
の
手
続

は
改
正
法
に
よ
り
新
た
に
認
め
ら
れ

た
制
度
で
あ
り
、
表
の
と
お
り
の
第

三
者
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
情
報

を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
手
続
と

し
て
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

（
土
地
で
あ
れ
ば
、
所
在
、
地
番
、

地
目
、
地
積
等
。
建
物
で
あ
れ
ば
、

所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
、

床
面
積
等
）。

②
給
与
債
権

　

給
与
（
報
酬
ま
た
は
賞
与
）
の
支

払
を
す
る
者
の
存
否
な
ら
び
に
そ
の

者
が
存
在
す
る
と
き
は
、
そ
の
者
の

氏
名
ま
た
は
名
称
お
よ
び
住
所
（
そ

の
者
が
国
で
あ
る
場
合
に
は
、
債
務

者
の
所
属
す
る
部
局
の
名
称
お
よ
び

所
在
地
）。

③
預
貯
金
債
権

　

預
貯
金
債
権
の
存
否
な
ら
び
に
そ

の
預
貯
金
債
権
が
存
在
す
る
と
き
は
、

そ
の
預
貯
金
債
権
を
取
り
扱
う
店
舗

な
ら
び
に
そ
の
預
貯
金
債
権
の
種
別
、

口
座
番
号
お
よ
び
額
。

④
振
替
社
債
等

　

債
務
者
の
有
す
る
振
替
社
債
等

（
た
だ
し
、
社
債
、
株
式
等
の
振
替

に
関
す
る
法
律
二
百
七
十
九
条
に
規

定
す
る
振
替
社
債
等
で
あ
っ
て
、
情

報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
振
替
機
関

等
の
備
え
る
振
替
口
座
簿
に
お
け
る

債
務
者
の
口
座
に
記
載
さ
れ
、
ま
た

は
記
録
さ
れ
た
も
の
に
限
る
）
の
存

否
な
ら
び
に
そ
の
振
替
社
債
等
が
存

在
す
る
と
き
は
、
当
該
振
替
社
債
等

の
銘
柄
お
よ
び
額
ま
た
は
数
。

⑷
情
報
の
取
得
方
法

　

情
報
の
提
供
を
命
じ
ら
れ
た
第
三

者
は
、
執
行
裁
判
所
に
情
報
提
供
書

の
原
本
と
写
し
を
提
出
し
、
執
行
裁

判
所
は
そ
の
写
し
を
申
立
人
に
送
付

し
ま
す
。
ま
た
、
第
三
者
は
書
面
の

写
し
を
直
接
申
立
人
に
発
送
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、
申
立
人
は
、
第
三
者
か

ら
直
接
ま
た
は
執
行
裁
判
所
を
経
由

し
て
書
面
の
写
し
を
受
領
す
る
こ
と

で
債
務
者
財
産
に
係
る
情
報
を
取
得

で
き
ま
す
。

３
．
実
務
へ
の
影
響

　

従
前
、
債
務
者
に
対
す
る
訴
訟
を

提
起
し
勝
訴
判
決
を
得
た
上
で
強
制

執
行
を
行
お
う
と
し
て
も
、
債
務
者

の
財
産
の
所
在
が
分
か
ら
ず
、
結
局
、

債
権
回
収
を
諦
め
て
し
ま
う
場
面
が

多
く
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か

し
、
以
上
の
と
お
り
大
幅
に
強
化
さ

れ
た
債
務
者
の
財
産
状
況
の
調
査
制

度
を
活
用
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

諦
め
て
い
た
債
権
回
収
の
途
が
大
き

く
開
か
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
企
業
と
し
て
は
、
改
正

法
を
踏
ま
え
た
債
権
回
収
へ
の
対
応

を
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も

の
と
い
え
ま
す
。

表　情報提供義務を負う第三者

⑵
申
立
権
者

　

不
動
産
お
よ
び
預
貯
金
・
振
替
社

債
等
に
係
る
情
報
取
得
手
続
は
、
財

産
開
示
手
続
の
申
立
権
者
と
基
本
的

に
同
じ
で
あ
り
、
債
務
名
義
を
有
す

る
債
権
者
ま
た
は
一
般
の
先
取
特
権

者
が
申
立
権
を
有
し
ま
す
。
こ
れ
に

対
し
、
給
与
債
権
に
係
る
情
報
取
得

手
続
は
、
債
務
名
義
を
有
す
る
債
権

者
の
う
ち
、
養
育
費
等
の
請
求
権
ま

た
は
生
命
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害

賠
償
請
求
権
を
有
す
る
債
権
者
に
限

り
、
申
立
権
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

通
常
、
企
業
が
養
育
費
等
の
請
求
権

や
生
命
身
体
の
侵
害
に
よ
る
損
害
賠

償
請
求
権
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
と

考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
企
業
が
給
与

債
権
に
係
る
情
報
取
得
手
続
を
利
用

す
る
場
面
は
想
定
さ
れ
ま
せ
ん
。

⑶
提
供
さ
れ
る
情
報

情報提供義務
を負う第三者

提供される
債務者情報 根拠条文

登記所 不動産に係る情
報

法205条1項
（注3）

市区町村、日
本年金機構等

給与債権に係る
情報 法206条1項

銀行等 預貯金債権に係
る情報

法207条1項
1号、2項

振替機関等 振替社債等に係
る情報

法207条1項
2号、2項

（注3）不動産に係る情報取得手続は今回施行さ
れず、令和3年5月17日までに施行予定。

　

第
三
者
か
ら
提
供
さ
れ
る
債
務

者
の
情
報
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

①
不
動
産

　

債
務
者
が
所
有
権
の
登
記
名
義

人
で
あ
る
土
地
等
（
土
地
ま
た
は

建
物
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も

の
と
し
て
法
務
省
令
で
定
め
る
も

の
）
の
存
否
、
な
ら
び
に
こ
れ
が

存
在
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
土
地

等
を
特
定
す
る
に
足
り
る
事
項


